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○東松島市私道等整備補助金交付要綱 

平成１７年４月１日 

訓令甲第１９０号 

改正 平成２３年７月４日訓令甲第１８号 

（趣旨） 

第１条 市長は、私道等の整備を促進し、もって市民の生活環境の向上及び交通安全に資するため、私道等

の整備（以下「補助事業」という。）を行う者に対して私道等整備補助金（以下「補助金」という。）を

交付するものとし、補助金の交付に関しては、東松島市補助金等の交付に関する規則（平成１７年東松島

市規則第２５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1） 市道等 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３条に規定する道路をいう。 

（2） 私道等 次のア及びイの道路をいう。 

ア 国有財産法（昭和２３年法律第７３号）第２条第１項に規定する国有財産及び地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２３８条第１項に規定する公有財産のうち一般の通行の用に供されている道路（以

下「公道」という。） 

イ 市道等及び公道以外の住民の通行の用に供されている道路（以下「私道」という。） 

（3） 道路反射鏡 道路法施行令（昭和２７年政令第４７９号）第３４条の３第１項第３号に定める鏡を

いう。 

（補助事業の種類） 

第３条 補助事業の種類は、次に定めるものとする。 

（1） 舗装新設工事 

（2） 側溝新設工事 

（3） 敷き砂利工事 

（4） 道路反射鏡新設工事 

（5） 補修工事 

（補助金の交付対象） 

第４条 補助金交付の対象となる私道等は、次に該当するものでなければならない。 

（1） 私道の用地所有者及び権利者並びに利用者の総意をもって整備の要望がなされていること。 

（2） 私道等として５年以上通行の用に供されていること。 

（3） 接続する市道等が舗装されていること。 

（4） 私道等に面して３世帯以上が居住し、かつ、利用していること。 

（5） 前号に定める世帯数の内３世帯以上が各自の持家に居住していること。 

（6） 道路反射鏡については、前各号のほか、その効用を妨げるおそれのある障害物のないこと。 

２ 補助金の交付を受けて整備した私道等については、１０年を経過しなければ同一工種の補助は、行わな

いものとする。ただし、敷き砂利工事については、この限りでない。 

３ 前項の規定にかかわらず災害その他市長が必要と認める場合は、補助の対象とすることができる。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、予算の範囲内で次に定める率を当該工事費に乗じて算出した額以内の額とする。 

（1） 公道 舗装、側溝及び道路反射鏡の整備に要する工事費 

ア ５世帯以上 工事費の１００分の８５ 

イ ４世帯 工事費の１００分の６８ 

ウ ３世帯 工事費の１００分の５１ 

（2） 私道 

ア 側溝の整備に要する工事費 

（ア） ５世帯以上 工事費の１００分の８５ 

（イ） ４世帯 工事費の１００分の６８ 

（ウ） ３世帯 工事費の１００分の５１ 

イ 舗装、敷き砂利及び道路反射鏡の整備に要する工事費 

（ア） ５世帯以上 工事費の１００分の７０ 

（イ） ４世帯 工事費の１００分の５６ 

（ウ） ３世帯 工事費の１００分の４２ 

２ 前項に規定する当該工事費が本市の標準単価により積算された額を超えたときは、当該積算された額と

する。 

（補助金の交付申請） 

第６条 規則第５条の規定により補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、あらか
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じめ私道等整備補助事業申出書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出し、内示を受けな

ければならない。 

（1） 位置図 縮尺 １／２，５００程度 

（2） 私道の用地所有者及び権利者の同意書（様式第２号）並びに沿道の利用者全員の同意書（様式第３

号） 

２ 申請者は、前項の内示を受けた後、私道等整備補助金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる図書を添

付して市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要ないと認めた図書は、省略することができる。 

（1） 工事実施計画図 

ア 計画平面図 縮尺 １／２００ 

イ 標準横断図 縮尺 １／２０ 

ウ 横断図 縮尺 １／５０ 

エ 縦断図 縮尺 タテ １／５０ ヨコ １／２００ 

（2） 工事費見積書 

（3） 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類 

３ 申請書は、第１項第２号の同意者全員（以下「事業参加者」という。）の同意に基づく代表者でなけれ

ばならない。 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条第２項の申請があったときは、規則第６条の規定により当該申請書の内容を審査し、

現地調査その他の必要な調査を行い、補助事業として承認すべきものと認めたときは、補助金の交付決定

をするものとする。 

２ 市長は、前項の処理にあたり、工事の設計及び工事費の積算について審査し、補正を要すると認めたと

きは、必要な助言指導を行い修正を求めることができる。 

（施工業者の選定） 

第８条 申請者は、補助事業の請負業者を東松島市建設工事競争入札参加承認業者の中から選定しなければ

ならない。 

２ 前項の場合、申請者は、市長に助言を求めることができる。 

（決定通知） 

第９条 規則第８条に規定する補助金の交付決定通知は、私道等整備補助金交付決定通知書（様式第５号）

により申請者に通知するものとする。 

（補助金の額等の変更） 

第１０条 前条により補助金の交付決定通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、規則第７

条第１項第１号の内容変更の承認を受けようとするときは、私道等整備補助金交付決定変更申請書（様式

第６号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、第７条第１項及び第２項の規定を準用し、必要な調査を行い私道

等整備補助金交付等変更承認通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（着手の届出） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の着手にあたり着手届（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第１４条の規定により私道等整備実績報告書（様

式第９号）を速やかに市長に提出しなければならない。 

（完了検査） 

第１３条 市長は、前条に規定する実績報告を受けたときは、速やかに完了検査を行うものとする。 

２ 前項の完了検査は、県工事検査規程（昭和３９年宮城県訓令甲第６号）に準じて行うものとする。 

（補助金の交付） 

第１４条 市長は、前条により補助事業の完了を認めたときは、規則第１５条の規定により補助金の額を確

定し、私道等整備補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により補助事業者に通知して補助金を交付す

るものとする。 

２ 補助金は、前払、概算払及び出来高払いは、一切行わない。 

（維持管理） 

第１５条 この訓令に基づく補助金の交付を受けて整備した私道等は、事業参加者が共同して道路の機能を

損なわないように維持管理を行わなければならない。 

（その他） 

第１６条 この訓令に定めるもののほか、技術的基準等の必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この訓令は、平成１７年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この訓令の施行の日の前日までに、合併前の矢本町私道等整備補助金交付要綱（平成６年矢本町訓令甲

第２号）又は鳴瀬町私道等整備補助金交付要綱（平成８年鳴瀬町告示第５号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２３年７月４日訓令甲第１８号） 

この訓令は、公示の日から施行する。 
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様式第１号（第６条関係） 

様式第２号（第６条関係） 

様式第３号（第６条関係） 

様式第４号（第６条関係） 

様式第５号（第９条関係） 

様式第６号（第１０条関係） 

様式第７号（第１０条関係） 

様式第８号（第１１条関係） 

様式第９号（第１２条関係） 

様式第１０号（第１４条関係） 

 


